
【別添】

○信書と信書以外のものを
封入した包装

信書便物とは

○信書そのもの

信書便物とは、信書そのものだけではなく、信書の包装又はその包装に封
入される信書以外のものを含む概念です。



〔２号役務〕
信書便物が差し出された時から３時間以内に
その信書便物を送達（３時間役務）

〔３号役務〕
１通の料金の額が８00円を超える信書便物を送達
（高付加価値役務）

〔１号役務〕
長さ、幅及び厚さの合計が７３cmを超え、又は重量が
４kgを超える大型の信書便物を送達（大型信書便役務）

事業の種類

８００円を超える料
金

A+B+C=73cm
超

重量４㎏超


	スライド番号 1
	スライド番号 2

